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令和７年 12 月 10 日 

養父市議会議長 谷垣  満 様 

 

                  発議者   塚 本 正 彦 

 

                  賛成者   石 本   毅    

 

 

議案第 68号 養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例に対する修正案の提出について 

 

 上記の修正案を、地方自治法第 115 条の３及び養父市議会会議規則第 17 条

の規定により、別紙のとおり提出します。 

 

（修正案提出理由） 

今回の条例改正は、特別職の期末手当について、人事院勧告に準じ改正しよ

うとするものであるが、附則において現市長の在籍中の期末手当のみ据え置く

こととしている。また、その理由を政治的な判断等としているが意図が明確で

はない。 

ついては、現市長の任期中の期末手当についても本則どおり改正すべきであ

り、附則を削るよう修正するもの。 
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議案第68号 養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案 

 

 議案第68号 養父市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の第１条を、次のように修正する。 

 （下線の部分は修正部分） 

修     正     案 改     正     案 

 （期末手当） 

第５条 （略） 

附 則 

１～６（略） 

 

（期末手当） 

第５条 （略） 

附 則 

１～６（略） 

 （市長の期末手当の特例） 

７ 令和７年12月１日に在職する第１条第１号に掲げる職員の期末手当の

額は、令和10年10月31日までの間、第５条の規定にかかわらず、期末手

当基礎額に、次の表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当該基準日

以前６か月以内の期間における同表の右欄に掲げる在職期間の区分に応

じ、それぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

基準日 在職期間 

６か月 ５か月以上 

６か月未満 

３か月以上 

５か月未満 

３か月未満 

６月１日 100分の222.5 100分の178 100分の133.5 100分の66.75 

12月１日 100分の222.5 100分の178 100分の133.5 100分の66.75 
 

 


